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【養育費算定表の見方】 

 

母親が子２人（７歳と５歳）を引き取る場合 

父親（義務者）会社員 年収５００万円 

母親（権利者）会社員 年収１００万円 

 

「表３ 養育費・子２人表（第１子及び第２子０～１４歳）」を使います。 

父母とも給与所得者ですので、給与欄の数字を使います。 

タテ軸の「５００」とヨコ軸の「１００」が交わる点から、月額「６～８万円」となります。 

 

表３ 養育費・子２人表（第１子及び第２子０～１４歳） 

（義務者の年収／万円） 

525 382                    

500 363                    

475 344                    

450 325                    

425 308                    

400 290                    

375 272                    

350 254                    

325 236                    

300 217                    

275 199                    

250 182                    

225 164                    

200 147                    

175 129                    

150 112                    

125 96                    

100 78                    

75 59                    

50 39                    

25 20                    

0 0                    

 自営 0 20 39 59 78 96 112 129 147 164 182 199 217 236 254 272 290 308 325 

給与  0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 

（権利者の年収／万円） 

６～８万円 

４～６万円 

１～２万円 

０～１万円 

２～４万円 
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【ケース２】 

 

母親が子１人（０歳）を引き取る場合 

父親（義務者） 会社員 年収５００万円 

母親（権利者） 無職（専業主婦） 年収なし 

 

「表１ 養育費・子１人表（子０～１４歳）」を使います。 

タテ軸の「５００」とヨコ軸の「０」が交わる点から、月額「４～６万円」となります。 

 

 

表１ 養育費・子１人表（子０～１４歳） 

（義務者の年収／万円） 

675 493                    

650 477                    

625 459                    

600 440                    

575 421                    

550 401                    

525 382                    

500 363                    

475 344                    

450 325                    

425 308                    

400 290                    

375 272                    

350 254                    

325 236                    

300 217                    

275 199                    

250 182                    

225 164                    

200 147                    

175 129                    

150 112                    

125 96                    

100 78                    

75 59                    

50 39                    

25 20                    

0 0                    

 自営 0 20 39 59 78 96 112 129 147 164 182 199 217 236 254 272 290 308 325 

給与  0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 

（権利者の年収／万円） 

０～１万円 

１～２万円 

２～４万円 

４～６万円 

６～８万円 



おいかわ行政書士事務所  http://rikon1.oikawa.biz 

〒023-0032 岩手県奥州市水沢区字多賀６番地３ ℡0197-23-6190 

【ケース３】 

 

母親が子３人（１７歳・１５歳・８歳）を引き取る場合 

父親（義務者） 自営業 年収４６０万円 

母親（権利者） 会社員 年収４１０万円 

「表８ 養育費・子３人表（第１子及び第２子１５～１９歳、第３子０～１４歳）」を使いま

す。 

 

タテ軸ですが、年収に近い「４５９」と、ヨコ軸もやはり年収に近いの「４００」が交わる

点から、月額「８～１０万円」となります。 

 

表８ 養育費・子３人表（第１子及び第２子１５～１９歳、第３子０～１４歳） 

（義務者の年収／万円） 

650 477                    

625 459                    

600 440                    

575 421                    

550 401                    

525 382                    

500 363                    

475 344                    

450 325                    

425 308                    

400 290                    

375 272                    

350 254                    

325 236                    

300 217                    

275 199                    

250 182                    

225 164                    

200 147                    

175 129                    

150 112                    

125 96                    

100 78                    

75 59                    

50 39                    

25 20                    

0 0                    

 自営 0 20 39 59 78 96 112 129 147 164 182 199 217 236 254 272 290 308 325 

給与  0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 

（権利者の年収／万円） 

 

８～10万円 

４～６万円 

６～８万円 

２～４万円 

１～２万円 

０～１万円 


